
目

次

担

当

課

（

室

）

発

行

岡

山

県

目

次

担

当

課

（

室

）

【

告

示

】

○

食

品

衛

生

責

任

者

の

養

成

講

習

会

の

認

定

生

活

衛

生

課

○

知

事

指

定

薬

物

の

指

定

医

薬

安

全

課

○

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

等

の

事

業

の

廃

止

長

寿

社

会

課

○

特

定

計

量

器

定

期

検

査

産

業

企

画

課

○

保

安

林

の

指

定

予

定

治

山

課

○

保

安

林

の

指

定

施

業

要

件

の

変

更

予

定

〃

○

〃

〃

○

〃

〃

○

〃

〃

○

〃

〃

○

〃

〃

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

○

道

路

の

供

用

開

始

〃

【

選

挙

管

理

委

員

会

】

○

不

在

者

投

票

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

施

設

の

指

選

挙

管

理

委

員

会

定

の

一

部

改

正

（

県

例

規

集

登

載

）

岡

山

県

公

報

平成２９年２月２４日 第１１８６６号



◎
岡
山
県
告
示
第
九
十
三
号

食
品
衛
生
法
施
行
条
例
（
平
成
十
二
年
岡
山
県
条
例
第
三
十
七
号
）
別
表
第
一
の
第
三
の
二
に
規
定

す
る
食
品
衛
生
責
任
者
の
養
成
講
習
会
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
。

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

認
定
年
月
日

平
成
二
十
九
年
二
月
十
六
日

二

主
催
者
の
名
称
等

１

主
催
者
の
名
称

一
般
社
団
法
人
岡
山
県
食
品
衛
生
協
会

２

主
催
者
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
中
区
古
京
町
一
丁
目
一
番
一
七
号

３

受
講
の
申
込
の
受
付
日
及
び
受
付
場
所

講
習
会
の
当
日
に
会
場
で
受
け
付
け
る
。

三

講
習
年
月
日
及
び
開
催
場
所

講

習

年

月

日

開

催

場

所

平
成
二
十
九
年
四
月
十
九
日
（
水
）

岡
山
市

平
成
二
十
九
年
四
月
二
十
六
日
（
水
）

津
山
市

平
成
二
十
九
年
五
月
十
八
日
（
木
）

倉
敷
市

平
成
二
十
九
年
五
月
二
十
四
日
（
水
）

岡
山
市

平
成
二
十
九
年
六
月
七
日
（
水
）

岡
山
市

平
成
二
十
九
年
七
月
六
日
（
木
）

倉
敷
市

平成２９年２月２４日　岡山県公報　第１１８６６号



平
成
二
十
九
年
七
月
十
九
日
（
水
）

岡
山
市

平
成
二
十
九
年
八
月
二
十
一
日
（
月
）

岡
山
市

平
成
二
十
九
年
八
月
三
十
日
（
水
）

津
山
市

平
成
二
十
九
年
九
月
十
三
日
（
水
）

倉
敷
市

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
二
日
（
金
）

岡
山
市

平
成
二
十
九
年
十
月
四
日
（
水
）

高
梁
市

平
成
二
十
九
年
十
月
十
六
日
（
月
）

岡
山
市

平
成
二
十
九
年
十
一
月
十
五
日
（
水
）

岡
山
市

平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
二
日
（
水
）

倉
敷
市

平
成
二
十
九
年
十
二
月
六
日
（
水
）

津
山
市

平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
五
日
（
金
）

岡
山
市

平
成
三
十
年
一
月
十
五
日
（
月
）

岡
山
市

平
成
三
十
年
一
月
二
十
四
日
（
水
）

倉
敷
市

平
成
三
十
年
二
月
十
四
日
（
水
）

岡
山
市

平
成
三
十
年
二
月
二
十
一
日
（
水
）

笠
岡
市

平成２９年２月２４日　岡山県公報　第１１８６６号



平
成
三
十
年
三
月
七
日
（
水
）

倉
敷
市

平
成
三
十
年
三
月
十
四
日
（
水
）

岡
山
市

四

講
習
内
容
及
び
時
間
数

１

公
衆
衛
生
学

一
時
間

２

衛
生
法
規

二
時
間

３

食
品
衛
生
学

三
時
間

五

受
講
料

八
千
円

平成２９年２月２４日　岡山県公報　第１１８６６号



◎
岡
山
県
告
示
第
九
十
四
号

岡
山
県
危
険
な
薬
物
か
ら
県
民
の
命
と
く
ら
し
を
守
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
岡
山
県
条
例
第
十
七

号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う

）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
指
定
薬
物
を
次
の
と
お
り

。

指
定
す
る
。

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

知
事
指
定
薬
物
の
名
称

１

二

（
二

フ
ル
オ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）

三

メ
チ
ル
モ
ル
フ
ォ
リ
ン
（
通
称
名
二

Ｆ
Ｐ
Ｍ
）

－
－

－
－

－

及
び
そ
の
塩
類

２

Ｎ

（
一

ア
ダ
マ
ン
チ
ル
）

一

［

テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ

二
Ｈ

ピ
ラ
ン

四

イ
ル
）

－
－

－
－

－
－

－
－

（

メ
チ
ル
］

一
Ｈ

イ
ン
ダ
ゾ
ー
ル

三

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
（
通
称
名
Ａ
ｄ
ａ
ｍ
ａ
ｎ
ｔ
ｙ
ｌ

－
－

－
－

Ｔ
Ｈ
Ｐ
Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｃ
Ａ
、
Ａ
Ｔ
Ｈ
Ｐ
Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｃ
Ａ

ｉ
ｓ
ｏ
ｍ
ｅ
ｒ

一
）
及
び
そ
の
塩
類

－３

Ｎ

（
二

ア
ダ
マ
ン
チ
ル
）

一

［

テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ

二
Ｈ

ピ
ラ
ン

四

イ
ル
）

－
－

－
－

－
－

－
－

（

メ
チ
ル
］

一
Ｈ

イ
ン
ダ
ゾ
ー
ル

三

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
（
通
称
名
Ａ
ｄ
ａ
ｍ
ａ
ｎ
ｔ
ｙ
ｌ

－
－

－
－

Ｔ
Ｈ
Ｐ
Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｃ
Ａ

二

ａ
ｄ
ａ
ｍ
ａ
ｎ
ｔ
ｙ
ｌ

ｉ
ｓ
ｏ
ｍ
ｅ
ｒ
、
Ａ
Ｔ
Ｈ
Ｐ
Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｃ

－
－

Ａ

ｉ
ｓ
ｏ
ｍ
ｅ
ｒ

二
）
及
び
そ
の
塩
類

二

指
定
の
理
由

条
例
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
薬
物
に
該
当
し
、
県
内
に
お
い
て
濫
用
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
た
め

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２９年２月２４日　岡山県公報　第１１８６６号



◎
岡
山
県
告
示
第
九
十
五
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
及
び
第
百
十
五
条
の
五
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業

を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

プ
レ
ド
笑
夢

２

所
在
地

岡
山
県
総
社
市
駅
前
二
丁
目
一
二

一
三
三

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

株
式
会
社
エ
ム

２

所
在
地

岡
山
県
総
社
市
秦
三
三
二
番
地
一

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
八
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
〇
八
〇
一
〇
六
四

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

通
所
介
護

介
護
予
防
通
所
介
護

平成２９年２月２４日　岡山県公報　第１１８６６号



◎
岡
山
県
告
示
第
九
十
六
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
計
量
器
定
期
検
査

を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

な
お
、
対
象
と
な
る
特
定
計
量
器
は
、
非
自
動
は
か
り
（
計
量
法
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百

二
十
九
号
）
第
五
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く

、
分
銅
及
び
お
も
り
と
す
る
。

。
）

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

定
期
検
査
を
行
う
区
域
、
場
所
及
び
期
日

区

域

場

所

期

日

玉
野
市

岡
山
県
計
量
管
理
セ
ン
タ
ー
（
岡
山

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三

笠
岡
市

市
北
区
今
保
六
六
一

（
特
定
計
量

十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
内
に

）

高
梁
市

器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年
通
商

お
い
て
別
途
指
定
す
る
日

新
見
市

産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条

瀬
戸
内
市

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ

真
庭
市

て
は
、
そ
の
特
定
計
量
器
の
所
在
の

浅
口
市

場
所
）

都
窪
郡

浅
口
郡

小
田
郡

真
庭
郡

苫
田
郡

加
賀
郡

二

実
施
機
関

岡
山
県
指
定
定
期
検
査
機
関

一
般
社
団
法
人
岡
山
県
計
量
協
会

平成２９年２月２４日　岡山県公報　第１１８６６号



◎
岡
山
県
告
示
第
九
十
七
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

岡
山
市
南
区
彦
崎
字
明
石
三
二
六
の
二
四

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

（１）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（２）
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（３）
２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岡
山
県
庁
及
び
岡
山
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦

「

覧
に
供
す
る

）
。

平成２９年２月２４日　岡山県公報　第１１８６６号



◎
岡
山
県
告
示
第
九
十
八
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る

予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

新
見
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る

）
。

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

（１）

新
見
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る

）
。

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

（２）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（３）
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（４）
２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岡
山
県
庁
及
び
新

「

見
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

）
。
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◎
岡
山
県
告
示
第
九
十
九
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る

予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

新
見
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る

）
。

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵
養

か
ん

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

（１）

新
見
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る

）
。

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

（２）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（３）
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（４）
２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岡
山
県
庁
及
び
新

「

見
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

）
。

平成２９年２月２４日　岡山県公報　第１１８６６号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る

予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

新
見
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る

）
。

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

（１）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（２）
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（３）
２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岡
山
県
庁
及
び
新

「

見
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

）
。

平成２９年２月２４日　岡山県公報　第１１８６６号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
一
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る

予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

新
見
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る

）
。

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵
養

か
ん

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

（１）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（２）
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（３）
２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岡
山
県
庁
及
び
新

「

見
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

）
。

平成２９年２月２４日　岡山県公報　第１１８６６号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
二
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る

予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

新
見
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る

）
。

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

（１）

新
見
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る

）
。

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

（２）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（３）
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（４）
２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岡
山
県
庁
及
び
新

「

見
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

）
。

平成２９年２月２４日　岡山県公報　第１１８６６号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
三
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る

予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

新
見
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る

）
。

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

（１）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（２）
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（３）
２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岡
山
県
庁
及
び
新

「

見
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

）
。

平成２９年２月２４日　岡山県公報　第１１８６６号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

北
房
井
倉
哲
西
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

七
・
一
～

真
庭
市
下
呰
部
字
南
七
四
七
番
地
先
か
ら

真
庭
市
下
呰
部
字
植
木
平
八
〇
五
番
一
地
先
ま

新

一
四
九
・
六

三
一
・
〇

で

五
・
〇
～

真
庭
市
下
呰
部
字
南
七
四
七
番
地
先
か
ら

真
庭
市
下
呰
部
字
植
木
平
八
〇
五
番
一
地
先
ま

旧

一
四
九
・
六

一
〇
・
〇

で

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

御
津
佐
伯
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

平成２９年２月２４日　岡山県公報　第１１８６６号



一
六
・
五
～

赤
磐
市
山
口
字
伊
田
乢
二
一
九
四
番
一
地
先
か

ら

新

五
四
〇
・
〇

六
二
・
〇

赤
磐
市
山
口
字
焼
山
三
九
二
番
一
地
先
ま
で

六
・
五
～

赤
磐
市
山
口
字
伊
田
乢
二
一
九
四
番
一
地
先
か

ら

五
八
〇
・
〇

二
九
・
〇

赤
磐
市
山
口
字
焼
山
三
九
二
番
一
地
先
ま
で

赤
磐
市
山
口
字
伊
田
乢
二
一
九
四
番
一
地
先
か

旧

七
・
〇
～

ら赤
磐
市
山
口
字
八
ツ
塚
二
二
〇
六
番
四
地
先
を

五
五
〇
・
〇

二
九
・
〇

経
て

赤
磐
市
山
口
字
焼
山
三
九
二
番
一
地
先
ま
で

平成２９年２月２４日　岡山県公報　第１１８６６号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
供
用
を

次
の
と
お
り
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

道
路
の

供

用

開

始

路

線

名

区

間

種

類

年

月

日

県
道

北
房
井
倉
哲

真
庭
市
下
呰
部
字
南
七
四
七
番
地
先
か
ら

平
成
二
十
九

西
線

真
庭
市
下
呰
部
字
植
木
平
八
〇
五
番
一
地
先
ま
で

年
二
月
二
十

四
日

御
津
佐
伯
線

赤
磐
市
山
口
字
伊
田
乢
二
一
九
四
番
一
地
先
か
ら

赤
磐
市
山
口
字
焼
山
三
九
二
番
一
地
先
ま
で

平成２９年２月２４日　岡山県公報　第１１８６６号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
十
二
号

平
成
二
年
岡
山
県
選
管
告
示
第
八
十
一
号
（
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日

岡
山
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

藤

原

健

補

表
病
院
の
項
中
「
岡
山
市
北
区
伊
福
町
一

一
七

一
八
」
を
「
岡
山
市
北
区
国
体
町
二

二
五
」

－
－

－

に

「
川
崎
医
科
大
学
附
属
川
崎
病
院
」
を
「
川
崎
医
科
大
学
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
」
に

「
岡
山
市

、

、

北
区
中
山
下
二

一

八
〇
」
を
「
岡
山
市
北
区
中
山
下
二

六

一
」
に

「
岡
山
市
東
区
西
大
寺

－
－

－
－

、

中
野
本
町
八

四
一
」
を
「
岡
山
市
東
区
金
岡
東
町
一

一

七
〇
」
に
改
め
、
表
老
人
ホ
ー
ム
の
項

－
－

－

中
「
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
健
生
園
」
を
「
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
中
野
け
ん
せ
い
え
ん
」
に

「
岡

、

山
市
東
区
吉
原
二
三
一
」
を
「
岡
山
市
東
区
西
大
寺
中
野
六
七
七

一
」
に
改
め
る
。

－

平成２９年２月２４日　岡山県公報　第１１８６６号


